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 津市モーターボート競走実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。  
  平成１９年１０月９日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
津市規則第３５号  
   津市モーターボート競走実施規則の一部を改正する規則  
 津市モーターボート競走実施規則（平成１８年津市規則第１５２号）の一部  
を次のように改正する。  
 第５４条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。  
２ 前項の規定にかかわらず、法第７条ただし書に規定する承認を受けた場合  

は、同項に規定する入場料を徴収しないものとする。  
   附 則  
 この規則は、公布の日から施行する。  
 
 
 
 
 
 
 
 



津市応急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 
 平成１９年１０月１２日 

 
津市長 松 田 直 久 

 
津市規則第３６号 
   津市応急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 
 津市応急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則

第１１７号）の一部を次のように改正する。 
 第２条の表に次のように加える。 

 第５条の表中「、外科」を削り、同表に次のように加える。 

 第６条の表中「午後１１時３０分」を「午後１１時」に改め、同表に次のよ

うに加える。 

附 則 
この規則は、平成１９年１１月１日から施行する。 

津市夜間成人応急

診療所 
条例第４条第３

項第１号に掲げ

る事業 

１月１日から

１２月３１日

まで 

午後７時３０

分から午後１

１時まで 

津市夜間成人応急診療

所 
条例第４条第３項第１号

に掲げる事業 
内科 

津市夜間成人応急診療

所 
条例第４条第３項第１号

に掲げる事業 
午後７時３０分か

ら午後１０時３０

分まで 



津市告示第２５２号  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、

平成１９年９月２８日市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表す

る。  

  平成１９年１０月１日  

  

                    津市長 松 田 直 久  

 

平成１９年９月２８日議決を経た予算  

平成１９年度津市一般会計補正予算（第２号）  

平成１９年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第１号）  

 

















津市告示第２５３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１０月３日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

１  路線名   3102   赤坂２１号線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市白山町二本木字赤坂 1001 番 724

地先から 

津市白山町二本木字赤坂 1001 番 844

地先まで 

旧 

3.1～5.0 138.0 

津市白山町二本木字赤坂 1001 番 724

地先から 

津市白山町二本木字赤坂 1001 番 844

地先まで 

新 

10.0～15.0 138.0 

 

１  路線名   3118   五斗代線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市白山町二本木字赤坂 1001 番 844

地先から 

津市白山町二本木字椋野 1373 番 1 地

先まで 

旧 

7.5～15.0 130.0 

津市白山町二本木字赤坂 1001 番 844

地先から 

津市白山町二本木字椋野 1373 番 1 地

先まで 

新 

13.0～18.0 130.0 



 

津市告示第２５４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１０月３日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

供 用 開 始  
整 理 番 号  路  線  名  供  用  開  始  の 区  間  

年 月 日  

津 市 白 山 町 二 本 木 字 赤 坂

1001 番 724 地 先 から 平 成 19 年  
3102 赤 坂 ２１号 線  

津 市 白 山 町 二 本 木 字 赤 坂

1001 番 844 地 先 まで 

10 月 3 日  

津 市 白 山 町 二 本 木 字 赤 坂

1001 番 844 地 先 から 平 成 19 年  
3118 五 斗 代 線  

津 市 白 山 町 二 本 木 字 赤 坂

1373 番 1 地 先 まで 

10 月 3 日  

 



津市告示第２５５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１０月３日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

１  路線名   1827   中川原 1 号線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市庄田町字中川原 2879 番 1 地先か

ら 

津市庄田町字中川原 2879 番 1 地先ま

で 

旧 

2.3～15.0 607.6 

津市庄田町字川原田 2825 番 1 地先か

ら 

津市庄田町字池尻 2817 番 1 番地先ま

で 

新 

2.3～31.6 732.0 

 

 



津市告示第２５６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１０月３日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

 

１  路線名   5511   上殿上１号線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市美杉町奥津字セコハ 942 番地先

から 

津市美杉町奥津字セコハ 942 番地先

まで 

旧 

6.0～9.0 16.0 

津市美杉町奥津字セコハ 942 番地先

から 

津市美杉町奥津字セコハ 942 番地先

まで 

新 

6.0～6.0 16.0 

 

 



津市告示第２５７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年美杉村告示第９号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成１９年１０月９日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  中村組自治会 

  三重県津市美杉町下之川１８５３番地２ 

   代表者 脇谷 清剛 

２ 変更に係る事項 

⑴地縁による団体の区域 

変更前 

三重県一志郡美杉村下之川１３０２番地３から１３０７番地

４まで、１３３２番地から１３３５番地まで、及び１７４８

番地１から２００６番地３までの区域とする 

変更後 

三重県津市美杉町下之川１３０２番地３から１３０７番地４

まで、１３３２番地から１３３５番地まで、及び１７４８番

地１から２００６番地３までの区域とする 

⑵事務所の所在地 

変更前 三重県一志郡美杉村下之川１８５３番地２ 

変更後 三重県津市美杉町下之川１８５３番地２ 

⑶代表者の氏名及び住所 

変更前 
脇谷 茂 

三重県一志郡美杉村下之川１８８３番地 

変更後 
脇谷 清剛 

三重県津市美杉町下之川１３０２番地３ 

 ３ 変更の理由及び年月日 

  地縁による団体の事務所の所在地及び区域が、市町村合併により平成１８ 

年１月１日に表示変更になったため。 

平成１９年３月１８日の臨時総会において、代表者が平成１９年４月１日

より新任されたため。 

 

  



津市告示第２５８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道路

線を次のとおり認定した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１０月１０日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

記 

 

起  点 
整理番号 路 線 名 

終  点 
重要な経過地 

津市芸濃町雲林院
５１２ 上ノ段８号線 

津市芸濃町雲林院

 

 

津市南河路 
４２９８ 南河路第８号線 

津市南河路 

 

津市南河路 
４２９９ 南河路第９号線 

津市南河路 

 

 

津市庄田町 
２３６５ 庄田南１８号線 

津市庄田町 

 

 

 



 

津市告示第２５９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を決定した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１０月１０日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

１ 道路の種類   市 道 

２ 路線名及び路線の区域 

延 長 ｍ 
整理番号 路 線 名 区 域 の 決 定 区 間 

幅 員 ｍ 

津市芸濃町雲林院字竹之内

７９３番６地先から 49.5 

5.0 ～
５１２ 上ノ段８号線 

津市芸濃町雲林院字竹之内

７９２番地先まで 6.5  

津市南河路字治部屋敷２８

３番１地先から 103.0 

16.0 ～
４２９８ 南河路第８号線 

津市南河路字宮東２８７番

１地先まで 38.0  

津市南河路字堤ノ下３６３

番１地先から 23.5 

10.0 ～
４２９９ 南河路第９号線 

津市南河路字堤ノ下３６３

番１地先まで 18.0  

津市庄田町字若林２２９７

番４地先から 343.1 

7.1 ～
２３６５ 庄田南１８号線 

津市庄田町字馬廻２３１４

番２地先まで 12.9  

 



津市告示第２６０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道

路線を次のとおり廃止した。 

 その関係図面は、津市建設部建設管理課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成１９年１０月１０日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

記 

 

起  点 
整理番号 路 線 名 

終  点 
重要な経過地 

津市久居小野辺町
１０５９ 小野辺１０号線 

津市久居小野辺町

 

 

津市川方町 
１１８７ 川方里中８号線 

津市川方町 

 

 

津市川方町 
１１８８ 川方里中９号線 

津市川方町 

 

 

津市大里窪田町 
２４３２ 大里窪田町第１４号線 

津市大里窪田町 

 

 

津市南河路 
４２９７ 南河路第７号線 

津市南河路 

 

 

 







津市公告第１４０号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年１０月１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ９月 ２７日  
２ 抑留期間 平成１９年１０月 ３日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  

 

毛色  性別 体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
芸濃町  
北神山  

雑種  茶  

 

オス 中  不明  負傷犬  
青い首輪  

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 



津市公告第１４１号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年１０月２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ９月 ２８日  
２ 抑留期間 平成１９年１０月 ４日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  

 

毛色  性別 体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
白山町  
川口  

柴系  茶  

 

オス 中  不明  負傷犬  
青い首輪  

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 



津市公告第１４２号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年１０月３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年１０月 １日  
２ 抑留期間 平成１９年１０月 ５日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  

 

毛色  性別 体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
芸濃町  
河内  

雑種  白  
顔：茶  

 

オス 中  ９ １ 日

以上  
 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 



津市公告第１４３号  
 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０条第１項の規定により、

津市久居野村地区土地区画整理事業の事業計画の変更の認可を受けたので、同

条第３項において準用する同法第９条第４項の規定により当該図書を縦覧に供

するため、同法施行令第１条の２の規定により次のとおり公告します。  
  平成１９年１０月９日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
１ 事業の名称  
  津市久居野村地区土地区画整理事業  
２ 変更の内容  
  事業の施行期間について「平成１８年８月１８日から平成１９年９月３０

日まで」を「平成１８年８月１８日から平成１９年１２月３１日まで」に変

更  
３ 変更認可の年月日  
  平成１９年９月２８日  
４ 縦覧場所  

津市都市計画部都市計画課  
５ 縦覧時間  
  午前８時３０分から午後５時１５分まで  



津市公告第１４４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年１０月９日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１０月３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市雲出長常町字圦口１１０３－２ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市雲出本郷町１１９９ 

  辻 正徳 

   



津市公告第１４５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年１０月９日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１０月３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市高洲町８３６ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市中河原５１９ 

  渡辺 貢 

   



津市公告第１４６号  

 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条第１項の規

定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しようとする理由を

記載した書面を次のとおり縦覧に供します。  

 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第４

項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域整備計画

の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。（当該

農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要旨及び当該意見書

の処理の結果を併せて公告します。）  

また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区

域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振興地域の

整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３項の規定によ

り、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１

５日以内に異議申立てをすることができます。  

  平成１９年１０月１０日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間  

  平成１９年１０月１０日から平成１９年１１月９日まで（午前８時３０分から

午後５時１５分まで）  

２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所  

津市農林水産部農林水産課（津市役所庁舎６階）  



津市公告第１４７号  
 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公

告します。  
 なお、津市農用地利用集積計画を、次により縦覧に供します。  
  平成１９年１０月１０日  

 
                      津市長 松 田 直 久 

 
 津市農用地利用集積計画の縦覧場所  
  津市農林水産部農林水産課（津市役所庁舎６階）  
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きょうよう
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等
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の受付期間
うけつけきかん

と受付
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３０分
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まで 

７ 提出
ていしゅつ

書類
しょるい

 

⑴ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした津市
つ し

職員
しょくいん

採用
さ い よ う

試験
し け ん

申込書
もうしこみしょ

と受験票
じゅけんひょう

------１通
  つ う

 

※ 申込書
もうしこみしょ

と受験票
じゅけんひょう

に同一
ど う い つ

の写真
し ゃ し ん

を貼
は

ってください。 

※ 津市
つ し

ホームページからダウンロードした申込書
もうしこみしょ

を使用
し よ う
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ていしゅつ

することもで

きます（その場合
ば あ い

、必ず
か な ら  

１ページと２ページは両面
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印刷
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して提出
ていしゅつ

してください）。 
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き に ゅ う れ い
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により第１次
だ い  じ

試験
し け ん

の合否
ご う ひ

の通知
つ う ち

（郵送
ゆ う そ う

による場合
ば あ い

は、受験票
じゅけんひょう

と第１次
だ い   じ

試験
し け ん

の合否
ご う ひ

の通知
つ う ち

）を送付
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８ 提出
ていしゅつ

方法
ほうほう
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しょるい
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の提出先
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１５日
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か
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   が つ

２６日
    に ち

（金
き ん
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の提
てい

出先
しゅつさき

に持参
じ さ ん

した分
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のみ受付
うけつけ

の手続
てつづき

を行います
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提出先
ていしゅつさき

  津市
つ し

西丸之内
に し ま る の う ち

２３番１号
    ば ん   ご う

 津市
つ し

市長
し ち ょ う

公室
こ う し つ

人事課
じ ん じ か

（津市
つ し

役所
や く し ょ

４階
 か い

） 

⑵ 郵送
ゆうそう

による場合
ば あ い

 

上記
じょうき

提出
ていしゅつ

書類
しょるい

を封入
ふうにゅう

した封筒
ふうとう

の表面
ひょうめん

に「津市
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職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
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申込書
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また
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かきとめ
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つぎ

の送付先
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そ う ふ

してください。ただ
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１５分
   ふ ん

までに津市
つ し

総務部
そ う む ぶ

総務課
そ う む か

文書
ぶんしょ

管理
か ん り
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又
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うけつけ

は行わず
おこな   

、書類
しょるい

を返却
へんきゃく

（郵送
ゆうそう

による場合
ば あ い

は、返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

によ

り返送
へんそう

）し、又
また

は受験
じゅけん

が無効
む こ う

になることがあります。これらにより生じた
しょう   

書類
しょるい

提出
ていしゅつ

の

遅延
ち え ん

等
とう

については一切
いっさい

責任
せきにん

を負いかねます
お     

ので、受験
じゅけん

手続
てつづき

には十分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

してください。 

イ 郵便
ゆうびん

事情
じじょう

等
とう

による書類
しょるい

到着
とうちゃく

の遅延
ち え ん

等
とう

についても、一切
いっさい

責任
せきにん

を負
お

いかねます。 

ウ 郵送
ゆうそう

による場合
ば あ い

で１０月
がつ

３１日
    にち

（水
すい

）までに受験票
じゅけんひょう

が届かない
とど

ときは、津市
つ し

市長
しちょう

公室
こうしつ

人事課
じ ん じ か

（電話番号
で ん わ ば ん ご う

 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合
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10 最終
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、合否
ご う ひ

について書面
し ょ め ん

で通知
つ う ち

すると

ともに、津市
つ し

ホームページに合格者
ご う か く し ゃ

の受験
じ ゅ け ん

番号
ば ん ご う

を掲載
け い さ い

します。 

なお、電話
で ん わ

等
と う

による問
と

い合
あ

わせには応
お う

じることはできません。 

11 合格
ご う か く

から採用
さ い よ う

まで 

⑴ 最終
さいしゅう

合格者
ご う か く し ゃ

については、平成
へ い せ い

２０年
ね ん

４月
が つ

１日
に ち

に採用
さ い よ う

する予定
よ て い

です。 

⑵ 受験
じ ゅ け ん

資格
し か く

を満たさない
み     

場合
ば あ い

又
ま た

は申込書
もうしこみしょ

に虚偽
き ょ ぎ

の記載
き さ い

がある場合
ば あ い

等
と う

は、採用
さ い よ う

され

ません。 

⑶ 日本
に ほ ん

国籍
こ く せ き

を有
ゆ う

しない人
ひ と

で、就職
しゅうしょく

が制限
せ い げ ん

されている在留
ざいりゅう

資格
し か く

の人
ひ と

は、採用
さ い よ う

されま

せん。 

12 採用後
さ い よ う ご

の給与
き ゅ う よ

 

⑴ 初任給
しょにんきゅう

（１８歳
   さ い

の場合
ば あ い

） 

１４２，８００円
え ん

 

(注
ちゅう

) 新卒者
し ん そ つ し ゃ

等
と う

に係る
か か  

平成
へ い せ い

１９年
   ね ん

４月
  が つ

１日付け
  に ち づ   

採用者
さ い よ う し ゃ

の初任給
しょにんきゅう

であり、採用前
さ い よ う ま え

に



 

給料
きゅうりょう

の改定
か い て い

等
と う

があった場合
ば あ い

は、改定
か い て い

額
が く

等
と う

によります。 

⑵ 給与
き ゅ う よ

 

津市
つ し

職員
しょくいん

の給与
き ゅ う よ

に関する
か ん    

条例
じょうれい

等
と う

の定める
さ だ    

ところにより、給料
きゅうりょう

、期末
き ま つ

手当
て あ て

、勤勉
き ん べ ん

手当
て あ て

、扶養
ふ よ う

手当
て あ て

、住居
じゅうきょ

手当
て あ て

、通勤
つ う き ん

手当
て あ て

等
と う

が支給
し き ゅ う

されます。 

13 その他
た

 

この試験
し け ん

の詳細
しょうさい

については、津市
つ し

市長
し ち ょ う

公室
こ う し つ

人事課
じ ん じ か

(津市
つ し

役所
や く し ょ

４階
か い

)までお問
と

い合
あ

わ

せください。 

電話番号
で ん わ ば ん ご う

 ０５９－２２９－３１０６ 



 

◎ 日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を有
ゆう

しない人
ひと

が知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした津市
つ し

職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
し け ん

を受験
じゅけん

するに当たって
あ   

 
 

日本
に ほ ん

国籍
こ く せ き

を有
ゆ う

しない人
ひ と

の任用
に ん よ う

等
と う

について 

 
日本
に ほ ん

国籍
こくせき

を有
ゆう

しない人
ひと

は、どのような職種
しょくしゅ

であっても、次
つぎ

に掲げる
か か    

「 公
おおやけ

の意思
い し

の形成
けいせい

への

参画
さんかく

」にたずさわる 職
しょく

には、将来
しょうらい

においても、任用
にんよう

しないことを条件
じょうけん

として、採用
さいよう

を 行
おこな

います。 
 

                                     
「 公

おおやけ

の意思
い し

の形成
けいせい

への参画
さんかく

」にたずさわる職
しょく

について 
 
  「 公

おおやけ

の意思
い し

の形成
けいせい

への参画
さんかく

」にたずさわる職
しょく

とは、職種
しょくしゅ

を問わず
と   

、ライン職
しょく

におけ

る課
か

長
ちょう

に係る
かか  

専決
せんけつ

の権限
けんげん

を有する
ゆ う    

職
しょく

以上
いじょう

の 職
しょく

で、具体的
ぐ た い て き

には、課長
かちょう

、部
ぶ

次長
じちょう

及び
およ  

部長
ぶちょう

並
なら

びにこれらに類する
る い    

権限
けんげん

を有する
ゆ う    

職
しょく

と津市
つ し

の活動
かつどう

について、その企画
き か く

、立案
りつあん

、決定
けってい

等
とう

に関
かん

与する
よ    

担当
たんとう

副参事
ふ く さ ん じ

（課長級
かちょうきゅう

）、担当
たんとう

参事
さ ん じ

（部
ぶ

次長級
じちょうきゅう

）及び
およ  

担当
たんとう

理事
り じ

（部長級
ぶちょうきゅう

）が

該当
がいとう

します。 
したがって、もっぱら専門的

せんもんてき

な分野
ぶ ん や

における調査
ちょうさ

・研究
けんきゅう

等
とう

に係る
か か る

事務
じ む

や技術的
ぎじゅつてき

な

事務
じ む

、あるいは特命
とくめい

の域
いき

での補佐的
ほ さ て き

・補助的
ほ じ ょ て き

な事務
じ む

などにたずさわる担当
たんとう

理事
り じ

、担当
たんとう

参事
さ ん じ

及び
およ  

担当
たんとう

副参事
ふ く さ ん じ

並び
なら  

に担当
たんとう

主幹級
しゅかんきゅう

以下
い か

の職
しょく

までの昇任
しょうにん

は可能
か の う

となります。 
 

 



津市公告第１４９号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年１０月１２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年１０月１０日  
２ 抑留期間 平成１９年１０月１６日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  

 

毛色  性別 体格  年齢  その他

１  

 
 

津市  
芸濃町  
河内  

雑種  白  

 
 

オス 中  ９ １ 日

以上  
 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 



津市公告第１５０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年１０月１２日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１０月５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市安濃町草生字鳥取１０９７ほか１７筆 （２工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市藤方字東高砂１７５８－１３ 

  宗教法人 天應教本部 

  代表役員 獅子野 惠嗣 



津市公告第１５１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年１０月１２日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１０月９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市河芸町上野字楠ノ木３９９６ほか１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市河芸町上野６１－２ 

  杉野 初枝 

   



津市選挙管理委員会告示第１１１号  
 三重海区漁業調整委員会委員選挙における投票区（平成１８年津市選挙管理  
委員会告示第１０号）の一部を次のように改正する。  
  平成１９年１０月１２日  
 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 
 表を次のように改める。  

投票区  区域  
第１投票区  第２投票区から第５投票区までの区域を除いた区域  
第２投票区  雲出本郷町、雲出長常町、雲出伊倉津町、雲出島貫町、雲  

出鋼管町  
第３投票区  白塚町、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町  
第４投票区  河芸町中別保、河芸町一色、河芸町影重、河芸町上野、河  

芸町東千里、河芸町西千里、河芸町久知野、河芸町中瀬、  
河芸町北黒田、河芸町南黒田、河芸町高佐、河芸町浜田、  
河芸町赤部、河芸町三行、河芸町千里ヶ丘、河芸町杜の街  
一丁目、河芸町杜の街二丁目  

第５投票区  香良洲町  
附 則  

１ この告示は、公布の日から施行する。  
２ 改正後の三重海区漁業調整委員会委員選挙における投票区の規定は、この  

告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用する。  



津市選挙管理委員会告示第１１２号  
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条第１項において準用する公職

選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規定により平成１９年  
９月１日現在にて調製した三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧に関

し、次のとおり定めたので漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条第１

項において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第２項

の規定により告示する。  
  平成１９年１０月１２日  
 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 
１ 縦覧の場所     津市選挙管理委員会事務局  
 
２ 縦覧に供する期間  平成１９年１０月２０日から１１月３日まで  
           （毎日午前８時３０分から午後５時まで）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第１１３号  
 検察審査会法（昭和２３年法律第１４７号）第１０条第１項の規定により、

検察審査員候補者を選定するためのくじを行う場所及び日時を次のとおり定め

たので、同法第１０条第３項の規定により告示する。  
  平成１９年１０月１２日  
 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 
１ くじの場所   津市選挙管理委員会事務局  
 
２ くじの日時   平成１９年１１月８日 午前９時３０分  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市水道局告示第１７号  
 津市水道局指定給水装置工事事業者が給水装置工事の事業を廃止したので、

津市水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条第２号の規定により次のとお

り告示する。  
  平１９年１０月１２日  

 
津市水道事業管理者  平 井 秀 次  

 
 

名  称  所  在  地  廃止年月日  

千代田工業株式会社  伊賀市緑ヶ丘中町１２８９番地 平成１９年９月１日  

 




